
平
成
元
年
二
月
二
十
一
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

答

弁

第

七

号 

   

衆
議
院
議
員
安
田
修
三
君
提
出
富
山
県
神
通
川
流
域
に
発
生
し
た
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
四
第
七
号 

平
成
元
年
二
月
二
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 

下 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
安
田
修
三
君
提
出
富
山
県
神
通
川
流
域
に
発
生
し
た
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
等
の
取
扱
い 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

「
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
及
び
慢
性
カ
ド
ミ
ウ
ム
中
毒
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
（
以
下
「
総
合
的
研
究
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
の
昭
和
五
十
一
年
度
以
降
の
各
年
度
の
予
算
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

昭
和
五
一
年
度 

 
 

 

三
二
、
四
三
三
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
五
二
年
度 

 
 

 

五
二
、
六
一
四
千
円 

昭
和
五
三
年
度 

 
 

 

六
一
、
五
九
八
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
五
四
年
度 

 
 

 

五
五
、
六
三
八
千
円 

昭
和
五
五
年
度 
 

 
 

五
二
、
六
一
四
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
五
六
年
度 

 
 

 

五
四
、
〇
六
四
千
円 

昭
和
五
七
年
度 

 
 

 

五
五
、
一
四
〇
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
五
八
年
度 

 
 

 

五
三
、
一
〇
八
千
円 

昭
和
五
九
年
度 

 
 

 

五
二
、
七
五
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
六
〇
年
度 

 
 

 

五
二
、
七
五
九
千
円 



二
に
つ
い
て 

総
合
的
研
究
は
、
財
団
法
人
日
本
公
衆
衛
生
協
会
に
委
託
し
て
実
施
し
て
お
り
、
同
協
会
は
、
総
合
的
研
究 

 

を
実
施
す
る
た
め
、
「
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
及
び
慢
性
カ
ド
ミ
ウ
ム
中
毒
に
関
す
る
総
合
的
研
究
班
」
（
会
長
重
松 

 

逸
造
）
を
組
織
し
て
い
る
。
現
在
は
、
研
究
報
告
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

昭
和
六
三
年
度 

 
 

 

四
七
、
一
五
〇
千
円 

昭
和
六
一
年
度 

 
 

 

五
二
、
七
五
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
六
二
年
度 

 
 

 

五
〇
、
〇
二
二
千
円 

総
合
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
現
在
そ
の
研
究
報
告
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
研
究
報
告 

 

が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
段
階
で
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八 

 

年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
富
山
県
知
事
が
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
日
付
け
環
境
庁
企
画
調
整
局 

 

公
害
保
健
課
長
通
知
（
環
企
保
第
五
十
五
号
）
に
従
っ
た
公
正
な
認
定
処
分
を
行
っ
て
い
る
。
本
通
知
は
、
イ
タ 

四 

 



三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て 

イ
イ
タ
イ
病
の
専
門
家
の
医
学
的
知
見
に
基
づ
く
検
討
の
結
果
、
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い 

 

て
こ
れ
を
改
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

カ
ド
ミ
ウ
ム
の
健
康
影
響
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
本
調
査
及
び
総
合
的
研
究
を 

 

実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
調
査
研
究
結
果
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
段
階
で
、
必
要
に
応
じ
て 

 

適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

「
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
よ
る
環
境
汚
染
地
域
住
民
健
康
調
査
」
は
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
よ
る
環
境
汚
染
が
地
域
住
民
に 

及
ぼ
す
健
康
影
響
を
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
は
、
昭
和
五
十
四
年 

 

度
か
ら
五
十
九
年
度
ま
で
に
行
っ
た
調
査
結
果
の
取
り
ま
と
め
を
行
う
と
と
も
に
、
六
十
年
度
か
ら
六
十
三
年 

 

度
ま
で
の
調
査
を
引
き
続
き
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
調
査
結
果
の
一
部
の
み
を
公 

 

表
す
る
考
え
は
な
い
。 

五 

 



 

六 
七
に
つ
い
て 

富
山
県
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
の
運
営
は
、
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
及
び
富
山
県
公 

 

害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
条
例
に
基
づ
き
、
第
一
義
的
に
は
そ
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と 

 
 

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
公
害
健
康
被
害
者
の
公
正
な
認
定
審
査
等
を
確
保
す
る
観
点
に
立
っ
て
、
必 

 

要
に
応
じ
て
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 




